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奈良県オープンイノベーションプログラム県内企業募集要項 

 

2024年 6月 11日 

奈良県 

運営受託者 

有限責任監査法人トーマツ大阪事務所 

 

１ 目的 

 

県内企業と全国のスタートアップの共創を支援するオープンイノベーションプロ

グラムを実施することで、県内企業の高付加価値化を図るとともに、革新的なスタ

ートアップの県内での事業定着・拡大の促進を図ることを目指します。 

 

※『奈良県オープンイノベーションプログラム』とは 

県内企業の課題解決と付加価値向上を目的に、革新的な技術やアイデアを持つ全

国のスタートアップとの共創を促進・支援するプログラムです。

 

 

（オープンイノベーションによる付加価値向上の事例） 

・老舗宿泊施設 × AIによる無人受付システム ⇒ 宿泊施設の稼働率向上 

・部品加工工場 × AI自動検査システム    ⇒   生産効率向上 

 

※『スタートアップ』とは 

新しい技術やビジネスモデルにより、短期間で急成長を志す企業等  
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２ 応募資格 

① 奈良県内に事業所がある企業であること 

② 中堅企業（*1）または中小企業（*2）であること 

 

（*1）中小企業よりも事業規模が大きい、従業員が概ね 2,000人以下の企業 

（*2）中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第 2条第 1項にいう、以下の中小

企業です。 

一 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 300

人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四

号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が１億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 100

人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が

100 人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営む

もの 

四 資本金の額又は出資の総額が 5,000 千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数

が 50 人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むも

の 

 

３ プログラム・支援内容 

 

本プログラムに採択された企業に対し、課題解決・新規事業展開につながるビジ

ネスプランの実現に向けて、以下の支援を無料で行います。 

 

(1) 専属メンターによる伴走支援 

事業計画の堅牢性を高める公認会計士と新規事業創出の経験がある事業開発コ

ンサルタントの２名が、各採択企業に専属メンターとして付き、毎月１回以上の

メンタリング（面談）を通して、以下の支援を行います。 

① ビジネスプラン実現に向けた採択企業内の資源と課題の棚卸し 

② スタートアップとの共創アイデアの立案 

③ マッチングしたスタートアップとのビジネスプランの策定 

④ スタートアップとの共創を促進するためのノウハウの提供 

   採択企業・スタートアップ双方の共創目的や状況の違いを踏まえた助言

や、知的財産・権利義務に関する助言等をします。 

⑤ ビジネスプランの検証・実証実験 

⑥ ⑤の検証・実証実験結果をふまえた課題やタスクの棚卸し・整理  
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(2) スタートアップとの共創に向けたセミナーの開催 

採択企業の担当者に対し、本プログラムの意義やスケジュール、スタートアップと

の共創にあたっての心構えなど、本プログラムをスムーズに実行するために必要な事

項を説明するセミナーを開催します。 

  （説明事項の例） 

① スタートアップとの共創成功事例等から、オープンイノベーションに対する理

解を深める 

② セミナーを通じて自社の資源・課題を棚卸しすることで、認識できていなかっ

た強みを認識し、スタートアップとの共創イメージを具体化する 

 

(3) スタートアップとのマッチング 

全国 3,600社を超えるスタートアップのネットワークから、共創するスタートアッ

プを募集し、候補を提案。共創アイデアを踏まえた事業シナジーを中心に、専属メン

ターがアドバイスするとともに、採択企業各社が参加し書面・面談審査を実施。共創

に最適なスタートアップとのマッチングを支援します。 

 

(4) 成果報告会 

本プログラムによるビジネスプランを、県内外に広く周知できる成果報告会を

開催します。様々なメディアやＳＮＳ、県の関係機関等に開催を案内します。 

 

４ 募集期限 

 

2024年 7月 9日（火）17時まで 

 

５ 応募方法 

 

別紙「応募書類」に必要事項を記入のうえ、募集期限までに下記メールアドレス

宛に提出してください。 

【提出先メールアドレス】nara_openinnovation@tohmatsu.co.jp 

 

６ 審査スケジュール（予定） 

 

募集締切 2024年 7月 9日（火）17時 

書類審査結果通知 2024年 7月 12日（金）頃 

面談審査 2024年 7月 23日（火） 

面談審査結果通知 2024年 7月 26日（金）頃 
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７ 審査基準 

 

書類・面談審査を通じて、以下の基準により、３社程度を採択企業として選定す

る予定です。 
 

項目 審査内容 配点 

実施体制 

ビジネスプラン実行にあたっての意思決定やその実行を、

迅速かつ確実に行える体制が整えられているか。 

◼ 本プログラムの担当者に、ビジネスプランに関する実

務経験／実績／専門知識／学術基盤などはあるか。 

◼ 本プログラム担当者の関与度は十分か。専属担当者が

いるか。（人的リソースは足りているか。） 

◼ 経営者等、社内で一定の決定権を有するメンバーの参

画が見込まれるか。 

20点 

ビジネス

プラン 

ターゲットとニーズは明確か。 15点 

ターゲット市場は一定の規模があり、成長が見込まれる

か。 
15点 

新奇性や競合優位性はあるか。 15点 

規模や内容から、奈良県のオープンイノベーションのロー

ルモデルとなるものか。 
15点 

熱意 

高いモチベーションで本プログラムに取り組めるか。 

◼ 自社の課題解決・新規事業展開の意欲があるか。 

◼ 本プログラムを通して何を達成したいのか、明確な目

標を有しているか。 

◼ スタートアップと共創する意欲があるか。 

20点 
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８ プログラムスケジュール（予定） 

 

プログラムの内容 日程 

セミナーの開催 

※日程が確定次第速やかにご連絡します。 

2024年 7月下旬 

～2024年 8月上旬 

伴走支援【１】 

『３ プログラム・支援内容 (2)専属メンターによる伴

走支援』のうち、 

① ビジネスプラン実現に向けた企業内の資源と課題の

棚卸し 

② スタートアップとの共創アイデアの立案 

2024年 7月下旬 

～2024年 9月中旬 

スタートアップの募集・マッチング 2024年 8月下旬 

～2024年 9月下旬 

伴走支援【２】 

『３ プログラム・支援内容 (2)専属メンターによる伴

走支援』のうち、 

③ マッチングしたスタートアップとのビジネスプラン

の策定 

④ スタートアップとの共創を促進するためのノウハウ

の提供 

⑤ ビジネスプランの検証・実証実験 

⑥ ⑤の検証結果をふまえた課題やタスクの棚卸し・整

理 

2024年 10月上旬 

～2025年 3月上旬 

成果報告会 2025年 3月上旬 

 

 

年 2024年 2025年

月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

県内中堅・中小企業の募集・選定

スタートアップの

募集選定

スタートアップの募集

選考・マッチング

伴走支援（メンタリング）

セミナー・イベント等

オリエンテーション

・キックオフイベント

セミナー

・ワークショップ

成果報告会
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９ 留意事項等 

 

(1) 本プログラム終了後も一定期間、進捗調査（ヒアリング等）へのご協力をお願

いします。 

(2) 本プログラムを確実に実行できるよう、経営者または決裁権限を有する方の参

加をお願いします。 

(3) 本プログラムで実施する専属メンターとの面談や各セミナー、スタートアップ

との面談、成果報告会への参加をお願いします。 

(4) 以下の場合には、審査対象外とします。 

(ア) 応募者が『２ 応募資格』に示された内容に適合しないとき 

(イ) 応募書類又は申告内容に、虚偽又は不正があったとき 

(ウ) その他、不正な行為があったとき 

(5) 以下の場合など、不適切であると判断した場合には、途中で辞退いただく場合

があります。 

(ア) 法令等や公序良俗に違反した場合若しくは反社会的勢力と繋がりがある場

合、又はその恐れのある場合 

(イ) 正当な理由なく、本プログラムの支援に対応しない場合 

(6) 応募にあたって提供いただく個人情報を含む応募情報は、本プログラムの実施

にあたって必要な範囲で、奈良県及び運営受託者において共有・利用します。

また、応募者から収集した個人情報を事前の承認なく奈良県及び運営受託者以

外の第三者には提供しません。 

(7) 審査経過・審査結果等に関する問い合わせには、応じることができません。 

(8) 応募者の審査及び採択企業の選定は、奈良県及び運営受託者が行います。 

(9) 奈良県及び運営受託者が採択企業の事業計画の適正性等について、一切の保証

を行うものではありません。 

(10) セミナーに参加する際の採択企業社員の旅費や実証実験等により発生する費用

については、採択企業に負担いただきます。 

(11) 採択企業には、奈良県の本プログラムの広報に協力いただきます。また、本プ

ログラムによる取組についてメディア等から取材を受けた場合は、奈良県オー

プンイノベーションプログラムにより実施したことをご紹介ください。 

 

１０ 問い合わせ先（運営受託者） 

 

〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-1-1 淀屋橋三井ビルディング 

有限責任監査法人トーマツ 

監査・保証事業本部 関西アドバイザリー 地域未来創造室 西岡、雜賀 

TEL：06-4560-6010  メール：nara_openinnovation@tohmatsu.co.jp 


